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第４回大月市教育委員会定例会 会議録  

 

・ 開催日時    令和元年６月２７日(木曜日) 

        午前１０時から午前１１時５０分 

 

・  開催場所    市役所第２庁舎４階会議室 

 

・ 出席委員    小泉克行教育長、中村順一郎教育長職務代理者、藤本政一委員 

天野ますか委員、野尻正人委員、庄司有紀委員 
 

・ 出席職員    井上教育次長、奈良学校教育課長、金畑社会教育課長 

          土橋こどもの学び支援担当リーダー 

          杉本学校づくり担当リーダー 

          

・ 傍聴人     なし 

 

 〔会 議〕 

１ 開会 

【教育長開会宣言】 

 

２ 会議録の承認 

  職員が、令和元年度第３回定例会会議録を朗読し承認された。 

 

３ 教育委員会報告 

  教育長から、令和元年５月２７日から令和元年６月２７日までの教育委員会活動が

報告された。 

 

４ 議事 

 

議案第７号 代替教員内申について 

（ 非公開 ） 

〔説明〕土橋こどもの学び支援担当リーダー 

 

   【原案どおり決定】 

 

 議案第８号 就学指定学校変更・区域外就学について 

 （ 非公開 ） 

 〔説明〕土橋こどもの学び支援担当リーダー 

 

【原案どおり決定】 
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 議案第９号 令和２年度使用教科用図書の選定について 

 〔説明〕小泉教育長 

  今年度は令和２年度使用の小学校全教科の採択、また中学校は「特別な教科道徳」

を除く全教科の４年に一度の採択替えになります。 

中学校の教科書につきましては、本年度、新学習指導要領にそった検定本が各教科

書会社から出され、来年度全ての教科に調査委員会を設けて採択を行います。よって

今年度は現在使用している中学校の教科書を来年１年間だけ延長して使用する手続

きを行います。 

小学校の教科書につきましては、採択協議会において、専門性をもった調査委員会

を設置し、その調査結果を参考にして採択作業を進めていきます。各教育委員会にお

いても、教科書の採択決定に際し、十分な話し合いがなされることが重要となります。 

６月１２日に第１回都留地区教科書採択協議会が開催されました。 

採択協議会につきましては、山梨県下６地区に分かれて設置され、各市町村の教育

長が構成員となっております。都留地区教科書採択協議会は、南北都留教育委員会の

関係者が集まって協議を行いました。また６月１２日の採択協議会の後に、調査委員

会が開催されました。調査委員会では各学校の校長、あるいは教職員が科目ごとに各

委員会を設立して教科書を調査し、調査委員会で決定したものを採択協議会に報告し

ていただき、最終的には協議会で決定する予定となっております。 

また、６月１４日から６月３０日まで大月市立図書館において教科書の展示が行わ

れています。 

今後は、７月１８日に第２回都留地区教科書採択協議会が開催され、そこで最終的

な教科書の採択が行われる予定です。なお、各市町村の教育委員会におきましても、

調査・研究を行うことになっており、本日昨年度の文科省選定で合格した採択対象の

図書を用意しましたので、図書を見ていただき調査・研究をお願いいたします。 

 

委員の皆様には、この前の委員会の折にも見ていただきましたけれども、これから

もしばらくの間、教育長室の方に展示しておきますので、お時間があれば手にとって

いただき様々な視点からのご意見をお願いいたします。 

７月１８日に行われる第２回都留地区教科書採択協議会を受けて、最終的に教育委

員会としての考えを決定させていただくことになっています。 

今年度は大月市が事務局で１３の南北都留地区の市町村教育委員会のご意見をい

ただいて最終的に取りまとめるということで、７月２６日までに大月市教育委員会事

務局へ報告、事務局は７月３０日までにそれらを取りまとめるということになってい

ます。最終は７月２６日ということになりますから、次回の教育委員会はその日程を

頭に入れながら、日時を決定することになりますので、ご承知おきいただきたいと思

います。 

 

   【継続審議】 
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 議案第１０号 平成３０年度大月市教育委員会の教育行政点検・評価について 

 〔説明〕奈良学校教育課長 

  教育委員会の行政点検・評価につきましては、「地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律」第２６条の規定により、「教育委員会は、毎年その権限に属する事務の管理

及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を議会に提出

するとともに、公表すること」と定められており、これに基づいて毎年実施している

ところであります。 

この評価でありますが、今回は、平成３０年度の点検・評価となり、平成２７年度

から平成３１年度までの５年間を計画期間とする「大月市第２期教育振興基本計画」

に基づき「学校教育」や「生涯学習」の分野について、２５項目を選定して実施して

おります各評価項目については、学校教育課と社会教育課が自己評価を行いました。 

評価は、例年どおり「達成Ａ」から「未達成Ｄ」までの４段階で実施しており、平成

２９年度を前年度、平成３０年度を当年度として表記してあります。 

今回の評価表でありますが、様式の見直しを行いました。昨年は、表形式で一覧表

にまとめ、Ａ４で４枚としておりましたが、前年度の評価の際の委員などからの意見

を踏まえ、評価項目ごとに単票形式としました。 

具体的には、表の上から４段目に「目標及び方策」を加え、「教育振興基本計画」

から抜粋し、一番下に「今後の方向性」を加えました。この他は、レイアウトの変更

となっています。 

本日の委員会では、時間の関係から持ち帰ったうえで、ご覧いただきご意見を拝聴

したいと考えています。 

今後の予定でありますが、７月１２日（金）までに意見等をいただき、７月下旬の

教育委員会で決定、８月下旬の議員定例懇談会へ報告する予定で進めたいと考えてい

ます。 

なお、「第２期教育振興基本計画」は今年度までの基本計画となりますので、１０

月から１１月ぐらいには、「第３期教育振興基本計画」の改訂準備に入りますので、

ご了承ください。 

 

 小泉教育長 

  よりどころそのものがしっかりしていないと評価が難しいということは認識しまし

た。今年度策定する方針がとても大切だということを共通認識としていただきたい。 

  一点だけ確認ですが、このような単票形式で今後評価していくということでよろし

いでしょうか。 

   

野尻教育委員 

  評価はほとんど変わっていませんが、昨年度Ｂで今年度Ａになったものが２点あり

ますので、簡単に説明していただけたらと思います。 

 

 土橋こどもの学び支援担当リーダー 

  １点目のふるさと教育について説明させていただきます。 
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  昨年は、英語体験活動をふるさと教育の一環として第１回目ということで実施しま

したが、それを継続していくという初年度にあたりますので、ＢからＡにさせていた

だきました。また、他のふるさと教育の充実や学校運営協議会を初狩小に設置したと

いうこともＢからＡに変えたということでございます。 

 

 奈良学校教育課長 

  特に学校応援団は、今までは教育体制で言えば任意的な組織でした。今年度からは

明らかな発足をするために、昨年度中に準備体制が整いましたので、強化されたと言

えると思います。 

  英語体験活動については、前回説明させていただきましたが、去年が初年度で今年

は２回目ということで、富士急行線に乗っての活動となりますが、継続されての事業

になりますので、この２コマについては推進がされましたので、ＢからＡというとこ

ろでございます。 

 

 杉本学校づくり担当リーダー 

  ２点目の国際理解・情報教育の推進でございます。昨年度Ｂで今年度Ａとなってお

りますが、国際理解の推進については、英語の担当教員を前年度に比して一名増員と

なり、加配ができたことを評価項目として考え反映しました。 

  続きまして、情報教育の推進でありますが、新学習指導要領にＩＣＴ環境整備が明

記されことで、大月市としてのＩＣＴ環境整備についての方向性について討議する検

討委員会を組織しました。この委員会により、今後のＩＣＴ整備の方向性について道

筋をつけたことを評価項目として考えＡという評価としました。 

 

 奈良学校教育課長 

  ＩＣＴの部分ですが、全国的な話がいろいろ出ていますけれども、県とのシステム

の連動といったようなものもあります。 

  わかりやすく数字、予算で申し上げますと、昨年度のうちに今年度の当初予算とい

うものが編成されます。その中でこの厳しい財政状況の中でも教育にどれだけ分配さ

れたかというと、いわゆるＩＣＴという機器整備、実際にはソフトウェアを県の基準

に合わせて市が整備をするわけですが、それを約１億円強、１億５百万円くらいの予

算を獲得したというような取り組みがあります。実際に導入は今年度これからになり、

議会にかけて本契約を締結するわけですけれども、今仮契約までできています。 

  また今年度だけで終わるのではなく、ハード面の話ですが、来年度以降各学校に順

次整備をしていきます。その基礎作りを平成３０年度にしたというのが具体的な話に

なるわけですが、そういったことを加味し、今回はＡとしたところでございます。 

 

 小泉教育長 

  それでは、７月１２日までにお気付きの点がありましたら、遠慮なく教育委員会の

方に連絡していただければと思います。 

  本日につきましては、とりあえず以上までとしますが、これは今後も審議していき
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ますので、次回ご意見があったら出していただき、よりよいものにしていきたいと思

っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

  ＢからＡになったものについて明確にするのと併せて、ＢがＢのままであるものに

ついてもなぜかということを考えると、きっとそのあたりが課題になると思います。 

  それでは、本日につきましては、形式を変更するということは確認させていただき、

委員の皆様からのご意見、ご質問についてはまだまだ今後とも継続審議をする中で

様々なご意見をいただくということでよろしいでしょうか。 

     

   【継続審議】 

 

５ その他 

 

（１）大月楽習塾、教員ＯＢリレー講座、大月サマースクールの実施について 

〔説明〕奈良学校教育課長 

 まず「大月学習塾」についてでありますが、家庭の中での学習に、なかなか向き合

えない子どもたちへの支援として、平日の放課後を利用する中で、補習学習を行うも

のです。名称は「大月っ子 楽習サロン」として実施します。 

資料に、学校ごとに協力していただく教員ＯＢの方々と実施時間、また、各学校の

実施日と指導者の一覧表を記載してあります。学校により、実施回数や実施時間が異

なっていますが、回数としましては、少ない学校で８回、多い学校では１５回となっ

ています。学校ごとに各種行事やスクールバス等の時間を考慮し、開催日を設定する

ことができたところであります。 

 

次に「教員ＯＢによるリレー講座」でありますが、教員ＯＢの方々が持っている知

識や経験などの財産を、現役教員に伝達し、現職教諭を支援するために、実施する内

容となっています。資料に記載してありますが、今年度は２回の開催を予定していま

す。１回目は、来週火曜日の７月２日に、深澤眞先生が講師となり、開催する予定と

なっています。また、２回目は、１１月１４日木曜日に、落合照美先生が講師となり、

開催する予定となっています。 

落合先生でありますが、昨年度、計画はしたものの、台風の影響によりまして、実

施を見送った結果となりました。 

開催する場所でありますが、いずれも北都留教育会館を利用します。深澤眞先生に

つきましては、裏面に詳細なリーフレットがありますので、後ほど、ご覧いただきた

いと思います。 

 

次に「大月サマースクール」についてでありますが、平成２７年度、山梨県教育委

員会の指定を受け、学力向上フォローアップ事業として実施し、平成２８年度からは

本市の単独事業に位置づけ、実施を継続しているところであります。 

目的としましては、夏休みを活用して児童・生徒の補習的な学習支援を行うことで、

「学ぶ楽しさ」や「分かる喜び」を味わうことで、基礎学力の定着と学習意欲の向上
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を図るために実施しています。対象となりますのは、小学校３年生から中学校２年生

とし、国語や算数（数学）等の補習を中心に行います。子どもや保護者からは好評で

あるため、引き続き今年度も市の予算を活用して実施します。この事業は５年目とな

り、今年度は、小学校で６回、中学校で５回の実施を予定しています。 

 

   【了知】  

    

（２）社会教育施設における消費税及び地方消費税の税率引上げ等に伴う関係条例の整

理に関する条例制定の議決について 

 〔説明〕金畑社会教育課長 

  これは、過日閉会しました「令和元年第４回（６月）市議会定例会」において市議

会の議決をいただいた案件の報告になります。 

まず、概要ですが、令和元年１０月１日から消費税及び地方消費税の税率が引き上

げられますが、この税は価格への転嫁を通じて最終的に消費者に負担していただく税

であることに鑑みて、今回の引き上げ分の２％相当を社会教育施設の使用料等に適正

に転嫁することとして、条例中の使用料等の規定を改正するものです。 

なお、一部の使用料については料金の適正化を図ります。 

資料には、その根拠法令を記載させていただいています。改定する料金の原則です

が、これまでの消費税増税時の手続きと同様に税抜き価格相当の金額に対しての１

０％相当額を算出し、１０円未満を切捨てることによって、今回の引き上げ分２％相

当部分を増額します。 

条例の制定ですが、社会教育施設の使用料等を規定する８つの関係する条例を一括

して改正する条例を制定する形式によって改正手続きを行います。 

なお、表中の※は、税率引上げ分に係る改正以外の要素も含めて改正する条例です。 

資料３ページ以降については個々の条例の改正の内容になり、新旧対照表を記載し

ました。 

まず、「大月市学校施設及び公民館使用に関する使用料条例の一部改正」ですが、

これは学校施設及び公民館の使用料の規定でありますが、別表を全部改正します。 

先ほど説明しましたとおり、現行では８％相当額消費税を含むものですが、今回、

その税率が１０％になることから、２％相当額を上乗せします。右側の現行の表を確

認ください。表中の「屋内運動場多目的室公民館」の項の一番右の「夜」の欄部分で

すが、現行は「５４０円」です。これは、税抜き価格５００円に対する８％の額「４

０円」を足した「５４０円」が現行ですが、左側の改正後の表の同じ部分の考え方は、

税抜き価格５００円に対する１０％の額「５０円」を足した「５５０円」に改正する

ものです。また、「その他の室」の項の昼の欄部分ですが、現行は「１００円」です。

これは、税抜き価格１００円に対する８％の額「８円」を足した額が１０円未満であ

ることから、これを切り捨てて「１００円」を現行としますが、改正後の表では、税

抜き価格１００円に対する１０％の額「１０円」を足した額である「１１０円」に改

正するものです。以下、同様な算出方法によりまして、表中のアンダーラインの部分

を改正しております。 
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「大月勤労青年センター設置及び管理条例の一部改正」は、大月市勤労青年センタ

ーの使用に際する使用料の規定でありますが、こちらは別表第２を全部改正します。

先ほどの改正と同様に、税抜き価格に対して１０％相当額を加えた使用料が今回の改

正後の額になり、表中のアンダーラインの部分になります。 

なお、５０円の部分と、３０円の部分については、その１０％部分が１０円未満で

あることから、これを切り捨てて５０円、３０円のままであり、アンダーライン表示

がなく、今回料金の改定はしないものであります。 

「大月勤労者体育センター設置及び管理条例の一部改正」は別表を全部改正します。

表中のアンダーラインの部分を改正します。 

「大月市民会館条例の一部改正」では、第１及び別表第２を全部改正します。表中

のアンダーラインの部分を改正するものですが、一部、料金の適正化をはかることと

します。 

「現行」部分の確認をお願いいたします。料金を記載する１番上の行の「大ホール」

の「平日」部分ですが午前５，４００円、午後７，５６０円、夜間９，８２０円、全

日２３，７６０円 となっておりますが、この午前、午後、夜間の総和は２２，７８

０円ですが、全日ですと９８０円高く２３，７６０円なっております。 

大ホールを全日お貸しするようなことはあまりないのですが、これまでは全日の場

合は、午前、午後、夜間での使用とする中で運用し、利用者に不利益が来さないよう

にしてきましたが、今回の改正の中で適正化を図るもので、改正後の同じ部分、「大

ホール」の「平日」については、午前：税抜き額５，０００円の１０％増５，５００

円、午後税抜き額７，０００円の１０％増７，７００円、夜間税抜き額９，１００円

の１０％増１０，０１０円、全日を午前、午後、夜間の総和の２３，２１０円として

おります。 

次の「大ホール」の「土曜日・日曜日及び祝祭日」も同様に、現行では、この額が

午前、午後、夜間の総和は２７，５４０円ですが、全日ですと９７０円高く２８，５

１０円なっております。 

これを今回の改正の中で適正化を図り、改正後の同じ部分「大ホール」の「土曜日・

日曜日及び祝祭日」については、午前税抜き額６，０００円の１０％増、６，６００

円、午後税抜き額８，５００円の１０％増、９，３５０円、夜間税抜き額１１，００

０円の１０％増、１２，１００円、全日を午前、午後、夜間の総和の２８，０５０円

としております。 

また、今の「土曜日・日曜日及び祝祭日」、「２階」の「市民ギャラリー」ですが、

これは作り手の成果発表による効果と、観る側の触発による効果によって、市民の文

化・芸術意識の向上や、文化・芸術の育成などにつながるように、使用料金を１０，

０００円として、政策的な料金改定を行います。 

また、「３階」の「研修室(1)」ですが、現行では、午前、午後、夜間の総和は３，

８８０円ですが、全日では３，９９０円であり、１１０円高くなっているため、改正

後は総和の額として適正化を図っております。 

「３階」の「研修室(２)」も同じく適正化を図ります。「４階」の「会議室」です

が、これも、現行においては、午前、午後、夜間の総和は１１，５４０円ですが、全
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日では１１，８００円であり、２６０円高くなっているため、改正後は総和の額とし

て適正化を図っております。 

「料理実習室」、次の「茶華道室」次の「研修室（和室）」「児童室」も同じく適正

化を図るものです。 

その他の部分については、別表第２を含めまして、アンダーライン部分について、

２パーセント相当を増やすものです。 

「大月市郷土資料館条例の一部改正」は別表を全部改正します。アンダーライン部

分について、２パーセント相当を増やすものです。 

「大月市西部ふれあいセンター条例の一部改正」は、笹子公民館の使用に際する使

用料の規定でありますが、こちらも別表を全部改正します。 

アンダーライン部分について、２パーセント相当を増やすものです。 

「大月市民の体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正」は、下和田の総合

グラウンド、鳥沢の総合体育館、初狩の武道館の使用料の規定でありますが、こちら

は別表第２から別表第６を全部改正します。 

まず、別表第２は「総合グラウンド（陸上競技場、野球場、フィールド）使用料」

です。この中で、「陸上競技場」の項の「練習」の欄の１つ右、「入場料を徴収しない

大会、試合等の場合」の欄ですが、現行において、「１日」の額が３，０２０円であ

ります。その下の「午前」は１，６２０円、「午後」は２，１６０円です。午後の２，

１６０円は税抜き額２，０００円の８％で、午前の１，６２０円は税抜き額１，５０

０円の８％です。この時の、その右の「専用」の欄では午前の１，０８０円は税抜き

額１，０００円の８％で、１日の２，１６０円は税抜き額２，０００円の８％です。 

専用において１日と午前の額はちょうど倍でありますが、大会、試合については、１．

８６倍であり、整合性を図る適正な料金として、改正後の「陸上競技場」の項の「入

場料を徴収しない大会、試合等の場合」の欄の金額を３，０００円の１０％増の３，

３００円として、適正化を図ります。その他のアンダーライン部分は、２パーセント

相当を増やすものです。 

別表第３は総合グラウンド（テニスコート）使用料ですが、アンダーライン部分に

ついて、２パーセント相当を増やすものです。 

別表第４は総合体育館使用料ですが、アンダーライン部分について、２パーセント

相当を増やすものです。 

別表第５は総合体育館（運動場器具又は付帯設備）使用料ですが、アンダーライン

部分について、２パーセント相当を増やすものです。 

別表第６は武道館使用料ですが、アンダーライン部分について、２パーセント相当

を増やすものです。 

「大月市立図書館条例の一部改正について」は別表を全部改正します。アンダーラ

イン部分について、２パーセント相当を増やすものです。 

なお、この条例は令和元年１０月１日から施行します。 

説明は、以上です、報告事項となりますが、よろしくお願いいたします。 

 

【了知】 
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（３）第５９回大月市体育祭の結果について 

〔説明〕金畑社会教育課長 

第５９回大月市体育祭は、５月２６日の総合開会式が行われました。 

委員の皆様には、式へご参加をいただき、ありがとうございました。 

 

体育祭は、６月９日にすべての競技を終了し、１月２０日の大月市駅伝競走大会か

ら始まった約５か月にわたる会期を終え、６月１２日に表彰式を行いました。 

その結果は、資料のとおりで、優勝は、猿橋体育会で１８回目の優勝となりました。 

準優勝は大月体育会、第３位は富浜体育会であり、以下は記載のとおりですので、

後ほど確認ください。今回の大会では、２４競技・２７種目に、約２，１００人の方

が参加していただきました。 

参加者数は昨年とほぼ同数であります。 

以上、報告します。 

         

【了知】 

 

（４）教育課題ついて 

〔説明〕小泉教育長 

 現在の教育課題について共通に認識しておいていただきたいと思います。 

 まず、学校教育についてですが、新学習指導要領の実施に伴う対応が一番大きいと

思っております。その中には大きく３つあります。まず、主体的、対話的で深い学び

の授業づくりになります。これは今、学校現場で先生方が一生懸命取り組んでいらっ

しゃいますし、そもそもこの北都留では、「学び合い」。言い換えれば、「グループ学

習」や「対話的で主体的な授業」をずっとやってきた土壌がありますので、それをさ

らに掘り下げ深めてもらえればよいと思います。 

また、２つの大きな変化があります。 

「外国語科導入」、「ＩＣＴ教育」が本格的に導入されます。これらの新学習指導要

領の取り組みは、ある意味魅力ある教育を創造するチャンスでもあるかと思います。

そのチャンスに対して教育委員会がどこまで支援できるかということも問われてく

ると思っております。 

 次に、情報モラル育成についてです。いかにこの情報モラルを育成していくのかと

いうことは大きな課題だと思っております。大月市内の学校における子どもたちの実

態を把握し、保護者と共有し、ぜひ子どもたちの情報モラル育成に繋げていただきた

いとお願いしているところです。 

 最後に、その他になります。 

来年３月にやまびこ支援学校ができますが、今後新しいやまびことの交流の在り方

を考えていく必要があると思います。 

社会教育についてです。 

社会教育関係の様々な施設を使っていいただくことが市民の皆様の繋がりづくり
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にも大きく貢献すると思いますので、そういう意味で施設の利用促進が課題かと思い

ます。 

次に、転換期と書きましたが、少子高齢化人口減少で、社会教育における指導者や

人員減少が課題となっています。また様々な活動のマンネリ化も課題となっています

けれども、この少子高齢化や人口減少はひっくり返しにいうと、生涯学習の果たす役

割がより大きくなってきたというふうに捉えると、学ぶことが生きがいに繋がると考

える市民の方が大変増えてきていますので、新たな社会教育を創造する機会ではない

か、あるいはチャンスではないかと捉え直して、今行っている様々な活動をもう一度

考えていく必要があるのかなと思っております。 

最後に、これからの社会教育・体育関係の予定事業について記しておきましたので、

また予定の方を入れておいていただければと思います。 

掻い摘んだ形で教育課題を出させていただきましたが、また折に触れ、こんなこと

もあんなこともというようなことで教育委員会の折に出させていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いします。 

 

【了知】 

 

（４）その他 

 

 ・猿橋中学校のスクールバスの事故について 

〔説明〕野尻委員 

 猿橋中学校のスクールバスの事故ですが、子どもたちに大きな怪我がなくて良かっ

たと安心しています。 

 

   【了知】 

 

・通学路点検とその対応について 

〔説明〕藤本委員 

 最近気を付けて見ていますが、信号機のない横断歩道の白線が消えかかっていてわ

かりづらく、子どもやお年寄りが渡るのに車が気付かないという現状があるので、通

学路の見直しや白線の引き直しなど、警察を通す必要があるのかもしれませんが、機

会があったらやってもらいたいと思います。 

 

 井上教育次長  

  通学路点検は各学校と教育委員会とで一緒にやっています。その後、道路管理者、  

安協等にご協力いただいて毎年対応しているので、そのことも含めてまた今後対応し

ていきたいと思います。 

 

 小泉教育長 

  ７月１１日に大月警察署管内学校警察補導連絡協議会定例会に出席しますので、そ 
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 の席で今のことを言っておきます。 

 

奈良課長 

 秋口には警察や国交省立ち会合いのもと、安全管理を行い、安全対策について話し

合う機会を設けることになっておりますので、そちらでも話したいと思います。 

 

   【了知】 

 

・要保護及び準要保護の割合について 

（ 非公開 ） 

〔説明〕土橋子どもの学び支援担当リーダー 

 

   【了知】 

 

 

・令和元年７月２４日（水）午前１０時から第５回教育委員会を開催することを確認。 

 

６ 閉会 

【教育長閉会宣言】 

  


